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（
規
則
第
六
五
号
）

１　

知
事
が
指
定
す
る
団
体
が
審
査
し
、
青
少
年
へ
の
視
聴
を
不
適
当
と
し
た
も
の
を
有
害
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図
書
等
と
し
て
取
り
扱
う
に
当
た
り
、
当
該
指
定
団
体
の
う
ち
、
日
本
ビ
デ
オ
倫
理
協
会

を
日
本
映
像
倫
理
審
査
機
構
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
の
二
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　
　
　

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
規
則
第
四
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
二
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

日
本
映
像
倫
理
審
査
機
構

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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佐
賀
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
二
年
佐
賀
県
条
例
第
二
十
四
号
）
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
少
年
に
有
害
な
図
書
等
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
一

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

松
尾
佐
賀
停

車
場
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

佐
賀
市
神
園
二
丁
目
四
三
一
番
五
地

先
か
ら

佐
賀
市
神
野
西
一
丁
目
九
三
四
番
三

一
地
先
ま
で

佐
賀
市
神
園
二
丁
目
四
三
一
番
五
地

先
か
ら

佐
賀
市
神
野
西
一
丁
目
九
三
四
番
三

一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
一
・
三

 
〜　

一
八
・
〇

二
一
・
三

 
〜　

一
八
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

四
九
二
・
〇

四
九
二
・
〇

路 

線 

名

県
道

松
尾
佐
賀
停

車
場
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

佐
賀
市
神
園
五
丁
目
一
〇
七
一
番
六
地
先
か
ら

佐
賀
市
神
野
西
一
丁
目
八
六
四
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
八
・
三
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
一

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

指定理由雑誌コード等製作発行所等題　　　　　名指定番号種類

　著しく青少年の
性的感情を刺激し、
又は著しく青少年
の粗暴性若しくは
残虐性を誘発し、
若しくは助長し、
その健全な育成を
阻害するおそれが
ある。

１８１３５－９㈱ぶんか社別冊本当にあったＨな話　９月号２０－８３雑誌

１２８１１－０９若生出版㈱ガチンコ　No.６１　９月号２０－８４〃

０２１９０－９
○L －２００８／９／１７㈱東京三世社きらりん☆ギャル＠Revolution　No.１

オレンジ通信９月号増刊２０－８５〃

１３３２０－０８
○L －９／７㈱大洋図書ＲＵＳＨ　BANDITS　スペシャル！　VOL.２

決定版ＸＸ！　８月２５日増刊２０－８６〃

１３７０１－９㈱ぶんか社コミック　まぁるまん　本当にあったＨな話　
９月号２０－８７〃

６７５０４－５６㈱白泉社ふたりエッチ　THE ザﾞ・チョイスCHOICE
魅惑の絶頂体験！編２０－８８〃

１３９９２－９／１
○L ２００８－９／１９辰巳出版㈱ＣＯＭＩＣバズーカ９月号増刊２０－８９〃

１８１２３－０９ミリオン出版㈱人妻本当にあった浮気話　９月号２０－９０〃

０５９７９－９辰巳出版㈱漫画ダイナマイト　９月号２０－９１〃
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路 

線 

名

県
道

東
与
賀
佐
賀

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

佐
賀
市
本
庄
町
大
字
本
庄
字
一
本
黒
木
十
三
角
一
九
五
番

一
四
地
先
か
ら

佐
賀
市
赤
松
町
三
二
二
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
八
・
一
二
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�
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
一

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

�
�
�
�
�
�
�
�
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
一

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

鷹
島
肥
前
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

唐
津
市
肥
前
町
星
賀
字
大
ヶ
崎
乙
五

三
五
番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
肥
前
町
星
賀
字
牧
ノ
内
乙
五

二
五
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
肥
前
町
星
賀
字
大
ヶ
崎
乙
五

三
五
番
一
地
先
か
ら

唐
津
市
肥
前
町
星
賀
字
牧
ノ
内
乙
五

二
五
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
四
六
・
〇

〜　

一
二
・
〇

一
四
六
・
〇

〜　

一
二
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

四
四
〇
・
〇

四
四
〇
・
〇
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�
�
�
�
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�
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
一

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

七
山
唐
津
線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

唐
津
市
浜
玉
町
東
山
田
字
細
工
作
四

八
二
五
番
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
東
山
田
字
外
原
四
九

四
〇
番
一
地
先
ま
で

唐
津
市
浜
玉
町
東
山
田
字
細
工
作
四

八
二
五
番
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
東
山
田
字
外
原
四
九

四
〇
番
一
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

二
九
・
八

  
〜　

九
・
〇

一
一
・
〇

  
〜　

七
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

三
五
〇
・
七

四
二
〇
・
〇

路 

線 

名

県
道

七
山
唐
津
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

唐
津
市
浜
玉
町
東
山
田
字
細
工
作
四
八
二
五
番
地
先
か
ら

唐
津
市
浜
玉
町
東
山
田
字
外
原
四
九
四
〇
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
〇
・
八
・
三
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�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
一

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
唐
津
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
年
九
月
十
一

日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
武
雄
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

一
般
国
道

二
〇
七
号

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

杵
島
郡
江
北
町
大
字
山
口
字
五
本
松

九
七
八
番
地
先
か
ら

杵
島
郡
江
北
町
大
字
八
町
字
上
古
川

外
一
一
四
番
地
先
ま
で

杵
島
郡
江
北
町
大
字
山
口
字
五
本
松

九
七
八
番
地
先
か
ら

杵
島
郡
江
北
町
大
字
八
町
字
上
古
川

外
一
一
四
番
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

一
六
・
八

〜　

一
〇
・
七

一
三
・
〇

〜　
九
・
五

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

三
一
六
・
五

三
一
六
・
五

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


　

車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
規

定
に
基
づ
き
、
車
両
の
長
さ
及
び
軸
距
に
応
じ
て
定
め
る
値
が
最
大
二
十
五
ト
ン
で
あ
る
道

路
を
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

指
定
す
る
道
路
の
路
線
名
及
び
区
間

路　

線　

名

一
般
国
道
二
〇
四
号

区　
　
　
　
　
　
　
　

間

伊
万
里
市
波
多
津
町
大
字
馬
蛤
潟
字
牛
の
木
五
〇
一
一
番
地
八
地
先
か
ら

伊
万
里
市
二
里
町
大
字
大
里
甲
字
神
林
二
二
四
七
番
地
二
地
先
ま
で
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